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便宜供与管理方針 

第１条（目的） 

① 本方針は、保険会社向けの総合的な監督指針（以下「監督指針」という。）Ⅱ－４－２－

９（６）および同Ⅱ－４－２－１２、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備

等に関する法律（以下「金融サービス提供法」という。）その他関係法令等の趣旨を踏ま

え、当社【当店】における便宜供与の適正な管理に関する基本的事項を定め、もって顧客

本位の業務運営の徹底および公正な競争秩序の維持に資することを目的とする。 

② 本方針は、一般社団法人日本損害保険協会（以下「損保協会」という。）が策定した「損

害保険会社による便宜供与適正化ガイドライン」（以下「便宜供与適正化 GL」という。）

および「損害保険会社からの出向者派遣に係るガイドライン」（以下「出向 GL」とい

う。）の趣旨を踏まえ、代理店側の自律的な管理態勢を整備するものである。 

第２条（定義） 

本方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（1）「便宜供与」とは、保険会社が保険代理店等に対して行う、物品・サービスの購入、

役職員による役務提供、金銭供与・費用負担、顧客等の紹介、物品等の販売・貸与そ

の他の経済的利益の提供をいう。 

（2）「過度の便宜供与」とは、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するおそれのある便宜

供与をいい、以下のいずれかに該当するものをいう。 

ア 自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引する便宜供与（以下「約定する行為」

（ニギリ）および「達成基準を課す行為」（ノルマ）を含む。） 

イ 実質的に自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引する便宜供与 

（3）「約定する行為」（ニギリ）とは、便宜供与の実績に応じて、当該保険代理店等にお

いて保険契約数や保険引受シェアの調整が行われる場合をいう。便宜供与等の金額・

数量等から挙績の配分が定量的に算出可能な約定のほか、その結果が挙績の配分につ

ながることを相互に認識したうえで、便宜を図ることを持ち掛けたり、または提供す

る行為や求めたりする行為も「約定」が行われているものとみなされる。 

（4）「達成基準を課す行為」（ノルマ）とは、物品等の販売数量の目標設定や購入数量の
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割当て等が行われる場合をいう。便宜供与等の金額・数量等を割り当てたり目標を設

定したりすることは、それを保険会社と当社【当店】のどちらが持ち掛けたかに関わ

らず、また、実際にそれが達成されたかどうかを問わず、明確に断らずに対応してい

た場合に「達成基準を課す行為」が行われているものとみなされる。 

（5）「保険代理店等」とは、保険代理店のほか、保険募集人である保険代理店の役員また

は使用人や、当該代理店と人的または資本的に密接な関係を有する者（親会社、子会

社、関連会社等）、主要な取引先および代理店の代表者等の親族が経営する企業等を

含む。 

第３条（適用範囲） 

① 本方針は、当社【当店】の代表者、役員および全ての使用人（保険募集人を含む。以下

「役職員等」という。）に適用する。 

② 本方針は、当社【当店】が所属する全ての保険会社との間における便宜供与に関する行為

に適用する。なお、専属代理店であっても、当該保険会社の専属を維持する目的等をもっ

て過度の便宜供与を受けることがないよう、適切な措置を講じなければならない。 

第４条（基本原則） 

当社【当店】は、顧客の最善の利益を勘案し、誠実かつ公正に業務を遂行する義務を果た

す観点から、以下の基本原則を遵守する。 

（1）保険会社に対して過度の便宜供与を求めないこと。 

（2）保険会社等から過度の便宜供与を受け入れないこと。 

（3）便宜供与の実績に応じて、所属保険会社間の保険取引の調整を行わないこと。 

（4）便宜供与等の見返りとして、特定の保険会社の商品を優先的に推奨しないこと。 

（5）便宜供与等の金額・数量等に関し、保険会社との間で「約定する行為」（ニギリ）を

行わないこと。 

（6）便宜供与に関し、保険会社に対して「達成基準を課す行為」（ノルマ）を行わないこ

と。 

（7）顧客の適切な商品選択の機会を確保し、比較推奨販売の適切性を担保すること。 

（8）所属保険会社が策定している便宜供与に関する規定等（保険会社社員による代理店業
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務の代行、保険会社からの出向者派遣および政策保有株式に関する規定を含む。）に

従い、適切に対応すること。 

第５条（過度の便宜供与に該当する行為） 

① 自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引する便宜供与は、過度の便宜供与に該当する。具

体的には、以下の各号に掲げる行為をいい、当社【当店】の役職員等がこれを保険会社に

対して求め、または保険会社から受け入れてはならない。 

（1）「約定する行為」（ニギリ）：便宜供与等の金額・数量等に応じて挙績の配分に関し

て約定する行為（明示的であるかどうかを問わない。）。便宜供与の実績に応じて、

当社【当店】において保険契約数や保険引受シェアの調整が行われる場合がこれに該

当する。 

（2）「達成基準を課す行為」（ノルマ）：物品等の販売数量の目標設定や購入数量の割当

て等が行われる場合（明示的であるかどうかを問わない。）。便宜供与等の金額・数

量等を割り当てたり目標を設定したりすることは、保険会社と当社【当店】のどちら

が持ち掛けたかに関わらず、また、実際に達成されたかどうかを問わず、明確に断ら

ずに対応していた場合にこれに該当する。 

② 前項に定める行為は、保険代理業以外への便宜供与であるか保険代理業への便宜供与であ

るかを問わず、一切禁止する。 

第６条（過度の便宜供与に該当しうる行為） 

① 以下の各号に掲げる行為は、実質的に自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引するものと

して、過度の便宜供与に該当しうる。当社【当店】の役職員等は、これらの行為を保険会

社に対して求め、または保険会社から受け入れてはならない。 

（保険代理業以外に関する便宜供与） 

（1）保険会社の役職員が、保険代理店等から他の保険会社の購入実績との比較を提示され

るなどの黙示の圧力を受けたことを背景として、社内で数量等の報告や取りまとめを

伴う物品の購入をあっせんする行為 

（2）保険代理店等が主催するイベント等において、保険会社の役職員等が保険業と関連性

の低い役務を提供する形で参加・協力する行為 

（3）保険代理店等が主催するイベント等において、保険会社の役職員等が休日や業務時間
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外に参加・協力する行為 

（4）本来は保険代理店等が負担すべき費用を保険会社が負担する行為、または保険代理店

等が自らの責任において行うべき業務に対し保険会社が役務を提供する行為 

（5）保険代理店等の求めに応じ、役務の対価としての実態がない、または保険会社もしく

は保険代理店等において対価性の検証が困難な業務委託費、協賛金、商標使用料、広

告費用等の金銭を拠出する行為 

（保険代理業に関する便宜供与） 

（6）保険会社が本来当社【当店】が負担すべき費用を負担することを受け入れる行為（オ

ーバーコミッション） 

（7）当社【当店】が自らの責任において行うべき募集業務に対し、保険会社の役職員が恒

常的（反復・継続的）に役務を提供（いわゆる社員代行を含む。）することを受け入

れる行為 

（8）保険会社からの出向者について、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するおそれのあ

る役割・権限を担わせること 

② 前項各号に定めるもののほか、実質的に特定の保険会社の保険商品の優先的な取扱いを誘

引すると判断される行為についても、過度の便宜供与に該当しうるものとして禁止する。 

③ 第①項各号に掲げる行為に該当するか否かの判断にあたっては、第７条に定める判断基準

に照らし、総合的に判断するものとする。 

第７条（過度の便宜供与に該当するか否かの判断基準） 

① 保険代理業以外への便宜供与が過度のものであるか否かについては、便宜供与適正化 GL に

示された以下の４つの基準に照らし、総合的に判断するものとする。 

（1）必要性：損害保険会社における業務運営上、または社会儀礼として、必要性が認めら

れるか。 

（2）適正性：価格・数量・頻度・期間の適正性が認められるか。反復・継続的になってい

ないか。 

（3）公平性：保険代理店間の公平性が認められるか。 

（4）合理性：社会通念等に照らして客観的な合理性をもって（保険契約者、さらには社会

に対して）説明できるか。 
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② 保険代理業への便宜供与が過度のものであるか否かについては、以下の４つの基準に照ら

し、総合的に判断するものとする。 

（1）必要性：代理店委託契約書や損害保険会社の規程・ガイドライン等に照らし、委託元

である損害保険会社としての業務運営上の必要性があるか。 

（2）適正性：その頻度・期間が過度のものとなっていないか（反復・継続的になっていな

いか）。 

（3）公平性：特定の保険代理店への対応に偏っていないか。 

（4）合理性：不合理なものとなっていないか（代理店による主体的な関与がなく、代理店

の自立化を阻害していないか）。 

③ 判断に迷う場合には、所属保険会社に相談するものとする。 

第８条（出向者の受入れに関する留意事項） 

保険会社からの出向者の受入れについては、出向 GL を踏まえ、以下の事項に留意するもの

とする。 

（1）出向者が、当社【当店】において、顧客等の同意なく代理店等の顧客情報等を出向元

に共有するおそれが生じないよう、個人情報保護法、不正競争防止法および独占禁止

法等の関連法令の遵守を徹底すること。 

（2）出向者に対し、保険契約の幹事や保険料シェアを決定する役割、または保険に関する

ソリューションの提案（提案する損害保険会社の選定を含む。）や保険募集実務を専

ら担う役割を担わせないこと。 

（3）出向者の担当職務・権限が、出向元保険会社の保険商品の優先的な取扱いを誘引する

おそれがないか確認すること。 

（4）出向の目的が、顧客企業との関係強化や保険契約の幹事・保険料シェアの維持獲得で

はなく、「顧客本位の業務運営の構築」に資するものであることを確認すること。 

（5）出向に伴い、個人情報の不適切な共有等のリスクが生じないよう、適切な管理体制を

整備すること。 

第９条（留意すべき代表的な行為類型） 

① 保険代理業以外への便宜供与に関して、以下の行為類型について特に留意し、第７条第①
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項に定める判断基準に照らして適否を判断するものとする。 

（1）損害保険会社が保険代理店から物品等を購入・賃借する行為（例：社有車の購入、オ

フィスの賃借等） 

（2）損害保険会社が保険代理店へ物品等を販売・貸与する行為（例：会議室の貸出し、備

品の供与等） 

（3）損害保険会社が保険代理店へ顧客等を紹介する行為（例：顧客の紹介、役職員への物

品購入の斡旋等） 

（4）損害保険会社が保険代理店等へ役務を提供する行為（例：イベントへの協力、役職員

の派遣等） 

（5）損害保険会社が保険代理店から役務を受領する行為（例：広告契約の締結、工事の発

注等） 

（6）損害保険会社が保険代理店等へ金銭供与・費用負担する行為（例：協賛金の支出、費

用の肩代わり等） 

② 保険代理業への便宜供与に関して、以下の行為類型について特に留意し、第７条第②項に

定める判断基準に照らして適否を判断するものとする。 

（1）代理店経営支援（例：経営管理に関する戦略策定・提案、戦略指標の管理等） 

（2）募集人教育支援（例：保険代理店が担うべき範囲の募集人教育を保険会社が実施） 

（3）マーケットイン／顧客拡大に資する行動（例：商品説明・見積設計・提案行為の代

替） 

（4）照会応答（例：保険代理店が自ら対応せず保険会社に誘導する行為） 

（5）保険料試算・契約計上・債権管理・契約保全等の業務代行 

第１０条（教育・管理・指導） 

当社【当店】は、本方針に沿った健全かつ適切な運営を確保するため、自店に所属する募

集人に対し、以下の教育・管理・指導を実施する。 

（1）コンプライアンス関連研修等において、本方針の内容を周知し、徹底を図る。研修は

年１回以上実施するものとする。 

（2）過度の便宜供与に関する監督指針、便宜供与適正化 GL、出向 GL および想定事例集
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の内容について、役職員等への理解促進を図る。 

（3）便宜供与に関する疑義が生じた場合の相談体制を整備し、所属保険会社への相談ルー

トを含め、役職員等に周知する。 

（4）役職員等が便宜供与に関し不適切な行為を行わないよう、教育・管理・指導を徹底す

る。 

第１１条（確認・検証） 

① 当社【当店】は、顧客の適切な商品選択の機会を確保するため、以下の確認・検証を実施

する。 

（1）過度の便宜供与を求めたり、受け入れたと懸念される事態が確認される場合には、自

店の比較推奨販売が適切に行われているか確認・検証する。 

（2）自店の比較推奨販売に不適切な点が確認される場合には、保険会社からの便宜供与に

よる影響がなかったか、確認・検証する。 

（3）確認・検証にあたっては、過度の便宜供与が疑われる行為のあった時点を基準としつ

つ、取扱保険会社のシェア変動など有意な変化がなかったかを確認・検証する。 

（4）保険会社からの出向者の受入れにより、お客さまの適切な商品選択の機会を阻害して

いないかを含めて確認・検証する。 

（5）役職員等が便宜供与に関し不適切な行為を行っていないか確認する。 

② 前項の確認・検証にかかるシェア変動等の情報については、保険会社への提出は不要とす

る。 

第１２条（経営陣における評価・対応の検討） 

当社【当店】の経営陣（店主・保険部門責任者等）は、前条の確認・検証結果を踏まえ、

以下の評価・対応の検討を行う。 

（1）過度の便宜供与の有無に関する評価を行い、その結果を記録する。 

（2）過度の便宜供与が認められた場合には、解消に向けた対応策を検討し、決定する。 

（3）評価結果および対応策の決定内容を、必要に応じて関係する所属保険会社に報告す

る。 
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第１３条（解消措置および改善に向けた態勢整備） 

自店の比較推奨販売への影響が生じていると認められる場合、当社【当店】は、以下の解

消措置および改善に向けた態勢整備を実施する。 

（1）影響を受けた比較推奨販売の是正措置を速やかに実施する。 

（2）再発防止策を策定し、役職員等に周知する。 

（3）本方針の見直しの要否を検討し、必要に応じて改定する。 

（4）改善措置の実施状況について、定期的にフォローアップを行う。 

第１４条（便宜供与管理責任者） 

当社【当店】における便宜供与管理体制は、以下のとおりとする。 

（1）便宜供与管理責任者：□□【通常は代理店主名を記載してください】 

（2）便宜供与管理責任者は、本方針に基づく過度の便宜供与の判断・管理に関する最終的

な判断を行う。 

（3）便宜供与管理責任者は、役職員等からの報告・相談に対し、適切な指示・助言を行

う。 

（4）判断に迷う場合は、所属保険会社のコンプライアンス部門等に相談するものとする。 

第１５条（記録の作成・保存） 

当社【当店】は、便宜供与に関する以下の記録を作成し、適切に保存するものとする。 

（1）便宜供与に関する判断の記録（判断基準に照らした検討過程を含む。） 

（2）第１１条に基づく確認・検証の記録 

（3）第１２条に基づく経営陣の評価・対応の記録 

（4）第１０条に基づく教育・研修の実施記録 

第１６条（不明点の相談先） 

① 本方針の解釈や便宜供与の該否について不明点がある場合には、□□【便宜供与管理責任

者名：通常は代理店主名を記載してください】に相談すること。 

② 便宜供与管理責任者においても判断が困難な場合には、所属保険会社に相談するものとす
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る。 

第１７条（準拠法令等） 

本方針は、以下の法令およびガイドライン等に準拠する。 

（1）保険業法（昭和７年法律第４１号）第１００条の２、第２９４条の３、第２９４条 

（2）金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律（金融サービス提供法）第２

条第１項 

（3）保険会社向けの総合的な監督指針（金融庁）Ⅱ－４－２－９（６）、Ⅱ－４－２－１

２ 

（4）保険業法施行規則第２２７条の２第３項第４号 

（5）損害保険会社による便宜供与適正化ガイドライン（一般社団法人日本損害保険協会 

2025 年９月５日制定） 

（6）損害保険会社による便宜供与適正化ガイドライン（別冊）想定事例集（一般社団法人

日本損害保険協会 2025 年９月） 

（7）損害保険会社からの出向者派遣に係るガイドライン（一般社団法人日本損害保険協会 

2024 年９月 17 日制定、2025 年９月 18 日改定） 

（8）募集コンプライアンスガイド（一般社団法人日本損害保険協会） 

（9）独占禁止法、不正競争防止法、個人情報保護法その他関係法令 

第１８条（改廃） 

① 本方針の改廃は、便宜供与管理責任者が行い、改定の際は速やかに役職員等に周知するも

のとする。 

② 関係法令、監督指針またはガイドライン等の改正があった場合には、速やかに本方針の見

直しを検討する。 

附則 

本方針は、令和  年  月  日から施行する。 
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※ひな型ご利用にあたっての注意点 

・便宜供与管理方針は自店の営む事業の性質・規模・業務特性等に応じて策定することが求

められます。本ひな型はあくまで参考となりますので、自店の実態に即した内容で策定する

ようお願いいたします。 

・2026 年度の募集コンプライアンスガイド（第 18 版）においては、過度の便宜供与の禁止

に係る体制整備として、①社内規則等の策定、②適切な教育・管理・指導の実施、③自社へ

の影響の有無に係る確認・検証、④経営陣における評価・対応の検討、⑤適切な解消措置の

実施および改善に向けた態勢整備の５項目が求められています。 

・本ひな型は上記①～⑤の全てを網羅するとともに、監督指針Ⅱ－４－２－９（６）および

Ⅱ－４－２－１２に定める体制整備義務に対応する内容としています。 

・便宜供与の判断にあたっては、損保協会「損害保険会社による便宜供与適正化ガイドライ

ン（別冊）想定事例集」を参照し、具体的な事例に照らして適否を検討してください。 

・保険会社からの出向者の受入れについては、「損害保険会社からの出向者派遣に係るガイ

ドライン」を十分に確認し、出向の目的、担当職務・権限、出向期間、出向人数、出向負担

金等の要件を踏まえた対応を行ってください。 

・当該「便宜供与管理方針」について、従業員への周知・徹底を図ります（研修の実施や文

書による社内通達等、方法は問いません）。 

・一連の対応に課題が確認される場合には、ルールを再徹底する等、課題解消に向けて募集

人と「対話」してください。 

・「研修資料」については、「募集人全員の受講が確認できるもの※研修履修簿、経営層・

管理部門への報告書等※自己点検実施日から１年以内に実施したことがわかるもの」をご準

備のうえ、「対話」時に社員に確認を求めてください。 

・【便宜供与管理方針】については、社員からの求めに応じ、提出できるようご準備くださ

い。 
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【参考】体制整備手順と本方針の対応関係 

本方針は、募集コンプライアンスガイド（第 18 版）および監督指針Ⅱ－４－２－９（６）に定

める代理店向け体制整備手順例に対応しています。各手順と本方針の対応条文は以下のとおり

です。 

 

体制整備手順 本方針の対応条文 

ア．社内規則等の策定 

第１条（目的）、第２条（定義）、第３条（適用範囲）、第

４条（基本原則）、第５条（該当する行為）、第６条（該当

しうる行為）、第７条（判断基準）、第８条（出向者の受入

れ）、第９条（行為類型）、第１４条（管理責任者）、第１

７条（準拠法令等） 

イ．適切な教育・管理・指導の実施 第１０条（教育・管理・指導） 

ウ．自社への影響の有無に係る確認・

検証 
第１１条（確認・検証） 

エ．経営陣における評価・対応の検討 第１２条（経営陣における評価・対応の検討） 

オ．適切な解消措置の実施および改善

に向けた態勢整備 
第１３条（解消措置および改善に向けた態勢整備） 

その他（記録・管理等） 
第１５条（記録の作成・保存）、第１６条（不明点の相談

先）、第１８条（改廃） 

 

【参考】代理店業務品質に関する評価指針（Ⅱ－２－１－４－５ 過度の便宜供与の禁止）

との対応関係 

評価指標 本方針の対応条文 

（1）ニギリ・ノルマを行っていない 第５条①(1)(2) 

（2）社会通念を超えた本業物品購入等を求めていな

い 
第６条①(1)(5)、第７条① 

（3）所属保険会社の便宜供与規定等に従い適切に対

応している 
第４条(8)、第８条 

（4）店主等が便宜供与に関する教育・管理・指導を

行っている 
第１０条(1)～(4) 
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（5）店主等が便宜供与に関する不適切行為の確認を

している 
第１１条①(5) 

 

以上 


